
様式第二号の八（第八条の四の五関係）
（第１面）

産業廃棄物処理計画書

令和7 年 6 月 13 日

明石市長　　　殿

提出者
　住　所

兵庫県明石市二見町南二見１－３３

　氏　名　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
アサヒ飲料株式会社　明石工場
工場長　佐藤　和敬

　電話番号
０７８－９４１－２３０１

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事　　業　　場　　の　　名　　称

事　 業　 場　 の　 所　 在　 地

計　　　　画　　　　期　　　　間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本工業規格　Ａ列４番）

257名

アサヒ飲料株式会社　明石工場

兵庫県明石市二見町南二見１－３３

令和６年４月１日から令和７年３月３１日

清涼飲料製造業（１０１１）

32,935百万円

④　産業廃棄物の一連
　　 の処理の工程

③　従　  業　  員    数

②　事　業　の　規　模

①　事　業　の　種　類

別紙1「廃棄物処理フロー」参照



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

別紙2参照

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　【前年度（ 令和6 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

産業廃棄物の分別に関する事項

別紙のとおり

―別紙のとおり

（これまでに実施した取組）
別紙のとおり

産業廃棄物の種類

別紙のとおり

①現状

②計画

排　　　出　　　量

②計画

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
委託先での適正な処理、再資源化100％を委託先に徹底している。
委託先には年に1度、適切な管理が行われているかをグループ会社を通じて
確認実施しており、その結果の報告を受けている。

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
これまで通り、委託先への適切な管理、再資源化100%を徹底し、委託先の
確認を継続する。

（今後実施する予定の取組） 

―

―

別紙のとおり

別紙のとおり

（管理体制図）

①現状

　【目　　標】

―

産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

　【前年度（ ― 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

　【前年度（ 令和6 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

②計画

　【目　　標】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の量

48026.5

―

（今後実施する予定の取組）

（今後実施する予定の取組） 

―

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

48026.5

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

（これまでに実施した取組）

―

―

これまで通り、汚泥は微生物による発酵・分解を行い、乾燥し水分を抜いた形で廃
棄物化を継続してゆく。

―
自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

―

―

汚泥に関しては微生物による発酵・分解を行い、乾燥し水分を抜いた形で廃棄物化
している。

― ―

― ―

―

― ―

―

（これまでに実施した取組） 

②計画

　【目　　標】

産業廃棄物の種類

―

―

自ら再生利用を行っ
た産業廃棄物の量

①現状

産業廃棄物の種類

―

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

　【前年度（ ― 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

　【前年度（ 令和6 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

別紙3のとおり

（これまでに実施した取組）

―

（これまでに実施した取組）

―

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

別紙3のとおり

別紙3のとおり

―

―

―

（これまでに実施した取組）

①現状

②計画

　【目　　標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行っ
た産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行っ
た産業廃棄物の量

― ―

― ―

― ―

― ―

―

①現状

産業廃棄物の種類 別紙3のとおり

別紙3のとおり

全処理委託量 別紙3のとおり

―

―

別紙3のとおり



（第５面）

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）
別紙3のとおり

※事務処理欄

②計画

　【目　標】

産業廃棄物の種類 別紙3のとおり

別紙3のとおり

全処理委託量

―

―

別紙3のとおり

別紙3のとおり

別紙3のとおり

―

―

―

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

別紙3のとおり ―



（第６面）

　備考

1 　前年度の産業廃棄物の発生量が１，０００トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

2 　当該年度の６月30日までに提出すること。

3 　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

（１） ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

（２） ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成
　工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模
　が分かるような前年度の実績を記入すること。

（３） ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する
　までの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

4 　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理
を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うこ
とによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記
入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条
の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への
焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託
量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と
記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上
あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した
別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

7 　※欄は記入しないこと。



処理計画_別紙1：第1面④「廃棄物処理フロー」2025　縦印刷0714.xlsx

廃棄物処理フロ－シ－ト

［発生源］ 　　　［　廃　棄　物　］ 　　　　　　　　　　　［　処　理　・　処　分　］

廃棄物処理の流れ 委託処理部分の範囲

　　　　　（a）廃プラスチック類 　　　破砕施設 再資源化
（燃料化・ｾﾒﾝﾄ副原料）

　　
＊残さ発生せず

　（b）廃プラスチック類 （有価） （一部有価）

清涼飲料水,乳飲料製造工程 (c）廃油 分離・ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ工程 再資源化
　　(ｉ）特管廃油 （燃料化）

供給
（有価）

（有価）

容器（ペットボトル）製造工程

（有価/一部産業廃棄物）

破砕施設

（ｆ）原料粕（植物性残さ） 発酵処理施設 　再資源化
　（肥料化/セメント副原料化）

工場廃水処理施設

（e）汚泥（有機性汚泥）

脱水前  脱水後

［発生源］（工程外） 　　　［　廃　棄　物　］ 　　　　　　　　　　　［　処　理　・　処　分　］

再資源化
パレット修理・廃パレット 破砕、堆肥化

塩素系手袋・長靴等 安定型混合廃棄物 破砕施設
再資源化
(ペレット・セメント)

破砕施設
再資源化
（繊維化、樹脂シート化等）

（d）製品液

（g）金属屑
（アルミ缶、スチール缶） 圧縮

溶融後、再資源化
（再生アルミ・建築鋼材化等）

（g）金属屑
（その他鉄くず）

溶融後、再資源化
（再生アルミ・建築鋼材化等）

（h）ガラス屑
（ビン屑等）

溶融後、再資源化
（再生ガラス原料化等）

中和or焼却
（燃料化or廃熱利用）

場内破砕、粉剤材売

（ｄ）製品液（廃酸） 分離・ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ工程 再資源化

木パレット、木パレット屑



１．産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（１）責任者 

環境管理責任者 明石工場長 

推進責任者(代表) 

推進担当者(ＥＭＳ事務局) 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 部長 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 担当者 

推進責任者 各部署 部長 

外部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ受付責任者 総務部 部長 

工程責任者(廃棄物担当) 総務部 担当者 

（２）役割 

工場環境管理委員会 ○廃棄物処理に関する検討 

・廃棄物の発生抑制、再生利用、中間処理、適正処理の推進 

計画的な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。 

  （構成メンバー） 

  委員長：工場長  議長：環境管理責任者 

  委 員：工場経営会議メンバー（課長以上の管理職） 

工場環境管理責任者 ○廃棄物処理に関する責任者 

・廃棄物処理方針の策定 

・廃棄物再資源化の推進 

・廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認 

・社員、協力会社に関する環境教育の計画実施 

外部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ受付責任者 ○外部利害関係者からの苦情対応及びその回答 

廃棄物担当 ○廃棄物処理計画の作成 

○廃棄物管理状況の把握と改善策の検討 

○産業廃棄物処理施設の運転・維持管理状況の把握 

○廃棄物処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理 

○委託契約の締結 

○産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物管理票の交付・管理 

○監督官庁への各種報告 

○その他特命事項 

（３）廃棄物管理組織（環境マネジメントシステム組織図） 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

              特別管理産業廃棄物管理責任者                産業廃棄物処理施設技術管理者 

 

工場長 

工場経営会議（環境管理委員会） 

内部環境監査チーム 事務局 推進責任者(代表) 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 品質管理部 製造部 総務部 

「環境管理委員会」    （各部の管理職） 

「環境管理責任者」    (工場長) 

「推進責任者(代表)」   （ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長） 

「事務局」          （ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部担当者） 

「内部環境監査チーム」 （各部有資格者） 

別紙 2 



（４）管理体制の強化 

①工場内の全部門が協力し、廃棄物処理に対応するため環境管理委員会を設置する。 

本委員会は必要時に開催し、廃棄物を含めた環境全般の重要事項を検討し、決定する。 

   ②省エネルギ－施策並びに廃棄物減量化施策を事務局並びに各担当者で推進。 

   ③事務局は、環境管理責任者の所属するエンジニアリング部である。 

（５） 教育 

廃棄物の減量化や省エネルギ－の推進に関する留意事項につき、全従業員に対し教育訓練を行う。 

○ 環境教育訓練 

ＩＳＯ１４００１の教育訓練であり、協力会社を含め各部門に於いて年次計画を策定し、実施する。 

・工場環境方針、目的、目標 

・省エネルギ－、廃棄物減量化の重要性 

・関係法令 等を全従業員（含む協力会社）に周知徹底する。 

（６）情報公開 

廃棄物処理に関する信頼性を確保するため、廃棄物の発生、分別、再資源化状況等必要に応じて情報 

の公開に努める。また、ステ－クホルダ－とのコミュニケ－ションをより密接なものとするため、２００１年度 

より「アサヒ飲料環境報告書」を当社ホームページに掲載している。 

尚、環境報告書には｢環境保全の基本方針｣｢社内体制｣を始め、｢商品開発｣｢工場｣｢物流｣｢販売｣｢オフィ 

ス｣の各行程での取り組みを掲載し、廃棄物においては｢環境行動計画｣｢廃棄物再資源化｣｢各工場の取 

り組み｣の中で活動を公開している。 

目的は、 

① 環境に関連するデータは、グループ会社を含めリアルタイムで把握・管理・共有すること。 

→環境負荷データを常に把握し実績と目標を管理することは、企業価値を高め、環境経営活動として 

ステークホルダーに求められる項目である為。 

②環境会計業務の効率化により、環境会計集計のスピードアップを図ること。 

→年１回行っている環境会計業務の効率化を図ることで、従来決算確定から６ヶ月後に開示していた 

ものを３ヶ月後に開示でき、より迅速な情報公開が図れる為。 

③環境経営へのグループ全体でのリテラシー（知識、利用能力）向上を図ること。 

→環境負荷情報の他、法令や社会の動き等の情報提供等、情報の共有化を図ることで社員１人１人 

の環境への意識レベル向上を目指す。 

＜その他＞ 

・工場廃棄物管理については、廃棄物処理法等の法令に基づき「工場排出物管理基準」に則り管理を実 

施している。本社窓口は技術部が管轄し、他、環境室などが廃棄物業務に関わる各分野について管轄 

する。 

・２００９年にＰＥＴボトルの内製設備を含めたお茶飲料製造の無菌充填の新ラインが稼動を開始。 

 （現、Ｐ－２列）又、環境管理充填技術（フレッシュクオリティ製法）を導入した新ライン（現、Ｐ－１列）が 

稼動を開始した。 

※フレッシュクオリティ製法 

→ 飲料の中身を加熱殺菌した後、無菌室で容器を殺菌し充填。 

  上記により最後の温水による加熱殺菌が必要なくなり、ペットボトルも従来の耐熱圧ボトルから耐 

圧ボトルに変更して軽量化し、環境負荷低減を実現している。 

・２０１０年６月、県民の環境に配慮した新しいライフスタイルづくりに資するとともに 

 事業者の環境保全活動の促進を図ることを目的に、優れた環境保全活動を展開している事業者に



「兵庫県環境にやさしい事業者賞」「優秀賞」を交付されている。 

 ・２０１１年２月、缶製造ラインの新ラインが稼動を開始した。充填能力は従前の１．６倍とな 

った。 

 ・２０１１年８月、ビン製造ラインの製造が終了し、同年９月に新ラインとして製造を開始した。 

  ・２０１１年１０月、プリフォームセンターにてプリフォーム製造を開始した。 

  （大型ボトル：レジンより容器に。小型ボトル：プリフォームより容器に。） 

  ・２０１２年３月及び２０１３年３月に工場見学施設をリニューアルした。 

   それにより、受入体制が整い、工場見学のお客様も大幅に増えた。 

尚、当該見学では当工場の環境に対する活動をお客様へご案内する活動を行っている。 

  ・２０１３年１１月、コージェネレーション設備を導入した。 

尚、コージェネレーション設備は、燃料（都市ガス等）を投入することにより、電力と熱（工

場使用の蒸気等）の２つのエネルギーを取り出すものであり、エネルギー利用効率が高く省エ

ネルギー及びＣＯ２排出の削減効果が大きい設備である。 

・２０１４年４月、新製品倉庫(第４製品倉庫)増設、保管能力は約７０万函拡大され、場外営業

倉庫への製品転送が大幅に低減された。  

・２０２４年１２月、お茶や乳性飲料用のＰＥＴボトル製造ラインを新設、それに伴い旧ライン

を閉鎖した。この列更新により製造能力はおよそ１．４倍に拡大する見込み。 

 

  （以下余白） 



別紙3

(第2面)産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　【前年度（令和6度）実績】

産業廃棄
物の種類

汚泥 廃酸 廃プラ類

ガラスくずコ
ンクリートく
ず及び陶磁
器くず

金属くず 木くず

金属くず・
ガラス陶
磁器くず
（照明機
器※水銀

安定型混合
廃棄物

合計

排出量(t) 51,823.9 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 55,132.5
（これまでに実施した取組）

再資源化100％を目指した委託先管理およびグループでの取り組みを実施。

　【目　　標】

産業廃棄
物の種類

汚泥 廃酸 廃プラ類

ガラスくずコ
ンクリートく
ず及び陶磁
器くず

金属くず 木くず

金属くず・
ガラス陶
磁器くず
（照明機
器※水銀
使用製

安定型混合
廃棄物

合計

排出量(t) 51,823.9 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 55,132.5
（これまでに実施した取組）

再資源化100％を目指した委託先管理およびグループでの取り組みを実施。

（第4面）産業廃棄物の処理の委託に関する事項

　【前年度（令和6年度）実績】

汚泥 廃酸 廃プラ類
ガラスくずコン
クリートくず及
び陶磁器くず

金属くず 木くず

金属くず・ガラ
ス陶磁器くず
（照明機器※
水銀使用製
品）

安定型混合
廃棄物

合計

全処理委託量(t) 3,798.7 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 7,107.3

3,798.7 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 7,107.3

3,798.7 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 7,107.3

0

0

（これまでに実施した取組）

委託先での適正な処理、再資源化100％を委託先に徹底している。

委託先には年に1度、適切な管理が行われているかをグループ会社を通じて確認実施しており、その結果の報告を受けている。

（第5面）産業廃棄物の処理の委託に関する事項

　【目　標】

汚泥 廃酸 廃プラ類
ガラスくずコン
クリートくず及
び陶磁器くず

金属くず 木くず

金属くず・ガラ
ス陶磁器くず
（照明機器※
水銀使用製
品）

安定型混合
廃棄物

合計

全処理委託量(t) 3,798.7 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 7,107.3

3,798.7 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 7,107.3

3,798.7 3,174.5 109.0 4.4 1.6 6.7 0.1 12.5 7,107.3

0

0

 （今後実施する予定の取組）

①現状

②計画

①現状

産業廃棄物の種類

優良認定処理業者への処理委託量(t)

再生利用業者への処理委託量(t)

認定熱回収業者への処理委託量(t)

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量(t)

②計画

産業廃棄物の種類

優良認定処理業者への処理委託量(t)

再生利用業者への処理委託量(t)

認定熱回収業者への処理委託量(t)

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量(t)

これまで通り、委託先への適切な管理、再資源化100%を徹底し、委託先の確認を継続する。


